
即決裁判手続の実施状況等

(1)　通常第一審の終局人員と即決裁判手続、簡易公判手続の実施件数（平成２２年）

比率 比率 比率

72,716 100.0% 62,840 100.0% 9,876 100.0%

68,942 59,066 9,876

64,016 54,851 9,165

即決裁判
手続により
審判をする
旨の決定
がなされた
人員

3,276 4.5% 2,932 4.7% 344 3.5%

簡易公判
手続決定
人員

714 1.0% 332 0.5% 382 3.9%

(2)　即決裁判手続による審判がなされた人員の罪名別内訳（平成２２年，地裁・簡裁計）

(3)　３年以下の懲役・禁錮及びその執行猶予の言渡人員等（平成２２年）

比率 比率 比率

72,716 62,840 9,876

68,287 60,645 7,642

63,675 100.0% 56,033 100.0% 7,642 100.0%

実刑 23,420 36.8% 20,676 36.9% 2,744 35.9%

執行猶予 40,255 63.2% 35,357 63.1% 4,898 64.1%

 通常第一審の終局人員

項目
地裁・簡裁合計 地裁

単独事件

出典：司法統計（平成２２年），法曹時報６４巻２号７８頁

出典：法曹時報６４巻２号７９，８０頁

簡裁

うち自白事件

項目
地裁・簡裁合計 地裁 簡裁

出典：司法統計（平成２２年），法曹時報６４巻２号１１１頁

 通常第一審の終局人員

懲役・禁錮の言渡人員

うち３年以下

968 (30%)

599 (18%)
559 (17%)

509 (16%)

316 (10%)

305 (9%)

覚せい剤取締法違反

道路交通法違反窃盗

出入国管理及び
難民認定法違反

大麻取締法違反

その他 即決裁判手続による審判が
なされた人員合計　3,256


